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令和５年１２月 松本市農業委員会 定例総会 議事録 

 

１ 日  時    令和５年１２月２７日（水）午後１時３０分から午後３時５０分 

 

２ 場  所    議員協議会室 

 

３ 出席農業委員  ２２人 １番 小林 康基     ２番 中條 幸雄 

              ３番 柳澤 一向     ４番 武井 茂善 

              ５番 中川  敦     ６番 久保 節夫 

              ７番 太田 辰男     ８番 河西 穂高 

              ９番 丸山 茂実    １０番 矢嶋 壽司 

             １１番 窪田 英明    １２番 塩原 秀俊 

             １３番 田中 悦郎    １４番 細江 弘光 

             １５番 塩原 俊昭    １７番 濵   博 

             １８番 齋藤 勝幸    １９番 橋本 実嗣 

             ２０番 倉科 孝明    ２１番 塩原  至 

             ２５番 林  昌美    ２６番 瀧澤 和子 

 

４ 欠席農業委員  ４人 １６番 河野  徹    ２２番 三村 晴夫 

             ２３番 二村 喜子    ２４番 上條信太郎 

 

５ 出席推進委員  ６人 推１番 西村  博    推２番 中野 千尋 

             推３番 大澤 好市    推５番 松田 和久 

            推１０番 中平  茂   推１１番 田中 孝人 

 

６ 議  事（農地に関する事項） 

 (1) 議  案 

   ア 農用地利用集積計画の決定の件……………………（議案第１９２号～第１９６号） 

   イ 農用地利用集積等促進計画を定めるべきことを要請する件……（議案第１９７号） 

   ウ 農地法第３条の規定による許可申請許可の件……（議案第１９８号～第２０３号） 

   エ 農地法第４条の規定による許可申請承認の件……（議案第２０４号～第２０５号） 

   オ 農地法第５条の規定による許可申請承認の件……（議案第２０６号～第２１３号） 

   カ 相続税の納税猶予の適格者証明願承認の件………（議案第２１４号～第２１５号） 

 (2) 報告事項 

   ア 農地法第１８条第６項の規定による合意解約通知の件 

   イ 農地の形状変更（土地改良）実施に伴う届出の件 

   ウ 農地法第３条の３第１項の規定による届出の件 

   エ 農地法第４条の規定による届出の件 

   オ 農地法第５条の規定による届出の件 

 (3) 協議事項 

    令和５年度違反転用への対応 
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７ 議  事（その他農業委員会業務に関する事項） 

 (1) 協議事項 

   ア 令和５年度第２回松本農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更について 

 (2) 報告事項 

   ア 令和５年度第３回松本市における農業経営改善計画の審査結果について 

   イ 令和５年度第３回青年等就農計画の審査結果について 

   ウ 令和５年度全国農業新聞普及推進の取組結果について 

   エ 主要会務報告並びに当面の予定について 

 

８ その他 

 (1) 県外視察研修の報告について 

 

９ 出席職員 農業委員会事務局    局長補佐  川村 昌寛 

          〃        係  長  草田 崇博 

          〃        主  任  藤井 勇太 

          〃        主  任  麻生 沙絵 

          〃        主  事  増澤 千尋 

          〃        主  事  田中 瑞恵 

       農 政 課       主  査  望月  優 

          〃        主  任  小原  悟 

          〃        主  事  中村 愛佳 

          〃        主  事  城生 涼風 

          〃        事 務 員  藤井 陸璃 

 

10 会議の成立   農業委員会等に関する法律第２７条第３項により成立 

 

11 会長あいさつ  田中会長 

 

12 議長就任    松本市農業委員会総会会議規則第３条により田中会長が議長に就任 

 

13 議事録署名委員の指名及び書記の任命 

          〔議事録署名委員〕  ９番 丸山 茂実 委員 

                    １０番 矢島 壽司 委員 

          〔書記〕川村局長補佐、草田係長 

 

14 会議の概要 

議  長     それでは、次第に沿って、まず農地に関する事項から議事を進めてまいり

ます。 

         初めに、議案第１９２号 農用地利用集積計画の決定の件について上程い

たします。 

         別冊の総会資料をお手元にご準備ください。 

         それでは、本日配付されました資料の新規就農者について、事務局から説
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明をお願いいたします。 

         田中主事。 

 

田中主事     農業委員会事務局の田中です。 

         すみません、初めに新規就農者のページ、ふだんでしたら表紙の裏側にあ

ったものなんですが、印刷時に落丁がございまして、別紙になっており、

すみません。ですので、ペラ１枚でお配りしている新規就農者の紙をご覧

ください。 

         今月の新規就農者は、個人の方１名です。 

         ○○○○さん、住所地、農地所在地ともに今井地区、３筆、２３．２アー

ルを借入れ予定です。就農目的は自家消費を中心とする営農、栽培予定は

ジャガイモ、タマネギと伺っております。議案は別冊の２ページの３４番

にございます。署名は今井地区の田中会長と田中推進委員にいただいてお

ります。 

         今月の新規就農者は以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、この○○さんについてご説明申し上げますが、圃場と住宅はア

ルプスグリーン道路、神林から南北の道を南へ行ったところ、○○○○の

左側にございます。先日、本人がお見えなんですが、農家レストランをや

りたいと。出身は岡山の方で、リフォームしながら農家レストランをやり

たい。去年から自家用野菜を作って、その準備をしていらっしゃるという

ことで、うまいものを作って繁盛してくれと。我々も遊びに行きますから

というふうに伝えました。若い意欲的な方で有望だと思います。紹介をし

ておきます。 

         続きまして、農政課から議案の説明をお願いいたします。 

         城生主事。 

 

城生（農政課）主事 農政課の城生です。よろしくお願いします。 

         今回特記事項はありませんので、議案の説明のほうに移ります。 

         着座にて失礼いたします。 

         別冊資料１ページ目、５－（１）－ア、農用地利用集積計画決定の件、議

案第１９２号です。 

         合計のみ申し上げますので、４６ページ目をご覧ください。 

         合計申し上げます。 

         一般、筆数１０９筆、貸付け５３人、借入れ４２人、面積１４万９，８２

８平米。 

         所有権の移転、筆数７筆、貸付け４人、借入れ２人、面積１万４，６４２

平米。 

         第１８条２項６号関係、筆数１３筆、貸付け６人、借入れ３人、面積１万

４，３８５平米。 

         農地中間管理権の設定（一括方式機構集積関係）、筆数６１１筆、貸付け
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３２８人、借入れ１人、面積９５万８，２９６平米。 

         農地中間管理権の設定（一括方式機構配分関係）、筆数５４２筆、貸付け

１人、借入れ９３人、面積８６万４，１４７平米。 

         合計、筆数１，２８２筆、貸付け３９２人、借入れ１４１人、面積２００

万１，２９８平米。 

         当月の利用権設定全体のうち認定農業者への集積は、筆数５７２筆、面積

９０万６１８平米、集積率は８７．５８％です。 

         議案第１９２号は以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいまの説明に対しまして農業委員、推進委員の皆様から質問、意見等

ありましたら、発言をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         以降、議案の採決においては、農業委員の方を対象に伺います。 

         議案第１９２号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         続きまして、議案第１９３号 農用地利用集積計画の決定の件について上

程いたしますが、本件は委員に関係する案件になりますので、河西委員に

は退室をお願いいたします。 

 

（河西農業委員 退席） 

 

議  長     農政課から説明をお願いします。 

         城生主事。 

 

城生（農政課）主事 続きまして、議案第１９３号です。 

         ４７ページをご覧ください。 

         合計のみ申し上げます。 

         筆数２筆、貸付け１人、借入れ１人、面積４，０４０平米です。 

         上記利用権設定のうち認定農業者への集積率は１００％です。 

         議案第１９３号は以上です。 

 

議  長     それでは、全ての委員の皆様にお伺いしますが、質問、意見等ありました

ら、お出しをお願いいたします。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第１９３号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         河西委員の入室をお願いいたします。 

 

（河西農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、議案第１９４号 農用地利用集積計画の決定の件について上

程いたしますが、本件も委員に関係する案件でありますので、太田委員に

は退室をお願いいたします。 

 

（太田農業委員 退席） 

 

議  長     農政課から説明をお願いいたします。 

         城生主事。 

 

城生（農政課）主事 続きまして、議案第１９４号です。 

         合計のみ申し上げますので、次のページ、４８ページをご覧ください。 

         合計、筆数４８筆、貸付け１人、借入れ１人、面積６万４，０２５平米。 

         上記利用権設定のうち認定農業者への集積率は１００％です。 

         議案第１９４号は以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいまの説明について委員の皆様から質問、意見等ありましたら、お出

しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第１９４号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 
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議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         太田委員の入室をお願いいたします。 

 

（太田農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、議案第１９５号 農用地利用集積計画の決定について上程い

たしますが、本件も委員に関係する案件でありますので、濵委員には退室

をお願いいたします。 

 

（濵農業委員 退席） 

 

議  長     農政課から説明をお願いいたします。 

         城生主事。 

 

城生（農政課）主事 続きまして、議案第１９５号です。 

         ４９ページをご覧ください。 

         合計のみ申し上げます。 

         筆数２筆、貸付け１人、借入れ１人、面積５，７５７平米。 

         上記利用権設定のうち認定農業者への集積率は１００％です。 

         議案第１９５号は以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいまの説明に対しまして委員の皆様から質問、意見等ありましたら、

お願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第１９５号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         濵委員の入室をお願いいたします。 

 

（濵農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、議案第１９６号 農用地利用集積計画の決定の件について上

程いたしますが、本件も委員に関係する案件でありますので、丸山委員に
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は退室をお願いいたします。 

 

（丸山農業委員 退席） 

 

議  長     農政課から説明をお願いいたします。 

         城生主事。 

 

城生（農政課）主事 続きまして、議案第１９６号です。 

         ５０ページご覧ください。 

         合計のみ申し上げます。 

         筆数１９筆、貸付け１人、借入れ１人、面積２万４，３６７平米。 

         上記利用権設定のうち認定農業者への集積率は１００％です。 

         議案第１９６号は以上です。 

 

議  長     ただいまの説明について委員の皆様から質問、意見等ありましたら、お出

しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第１９６号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり決定することといたします。 

         丸山委員の入室をお願いいたします。 

 

（丸山農業委員 入室） 

 

議  長     続きまして、議案第１９７号 農用地利用集積等促進計画を定めるべきこ

とを要請する件についてを上程いたします。 

         事務局から説明をお願いいたします。 

         田中主事。 

 

田中主事     農業委員会事務局の田中です。 

         それでは、早速、５－（１）－イ、農用地利用集積等促進計画を定めるべ

きことを要請する件、議案第１９７号を説明いたします。 

         合計を申し上げますので、別冊の最後、５１ページの合計欄をご覧くださ

い。 

         集積、人数３名、筆数９筆、権利設定面積１万３，５２２平米に対して、
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配分は人数３名です。 

         以上の案にて令和６年１月公告分の農用地利用集積等促進計画を農地中間

管理機構へ要請いたします。 

         議案第１９７号については以上です。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいまの説明に対しまして委員の皆様から質問、意見等ありましたら、

お出しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第１９７号について、原案どおり決定することに賛成の農業委員の方

の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、原案どおり決定することといたします。 

         続きまして、議案第１９８号から２０３号 農地法第３条の規定による許

可申請許可の件、６件について上程いたします。 

         事務局から一括説明をお願いいたします。 

         麻生主任。 

 

麻生主任     では、農地法第３条の規定による許可申請の件、説明いたします。 

         着座にて失礼します。 

         総会資料１ページをご覧ください。 

         農地法第３条の規定による許可申請についてです。 

         議案第１９８号は、経営規模拡大のため、所有権を移転するものです。 

         議案第１９９号は、農地保全のため、所有権を移転するものです。 

         議案第２００号は、近接所有地と一体利用のため、所有権を移転するもの

です。 

         議案第２０１号は、経営規模拡大のため、所有権を移転するものです。 

         議案第２０２号は、経営規模拡大のため、所有権を移転するものです。 

         議案第２０３号は、経営規模拡大のため、所有権を移転するものです。 

         以上６件につきましては、農地法第３条第２項の各号には該当しないため、

許可要件の全てを満たしていると考えます。 

         ご審議お願いいたします。 

 

議  長     ご苦労さまです。 

         それでは、地元の委員の方から意見をお願いします。 

         １９８号、濵委員、お願いします。 
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濵農業委員    この案件ですが、ちょっと前も総会に出ました○○○○さんという方が財

産整理ということで、その一環です。この圃場ですが、山形に行く山形街

道が長野道の高速と交わる交差点のところから高速の西側を南へ２枚目の

田んぼになります。これ、今年まで私が借りて耕作をしておりまして、こ

の前合意解約で出たところです。相手方の○○さんですが、合同庁舎の西

側のところに住んでおりまして、実家が箕輪町にあって、そっちのほうに

も圃場あって、何か隣のリンゴ園の方が、どうでもその○○さんの田んぼ

を譲ってもらいたいというようなことで、それでこっちの島立のほうで土

地を探して、この土地がちょうどいいかなということで決まったそうなん

ですけれども、場所は本当に田んぼやるにはまあまあいいところで、圃場

整備終わっておりますし、いいかと思います。この方も、耕作については

問題ないかと思いますので、格段問題のある案件ではないと思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、１９９号、塩原俊昭委員、お願いします。 

 

塩原（俊）農業委員 １９９号ですけれども、○○さんの所有なんですけれども、○○さん、

遠方にお住まいで、相続でこの土地を預かることになったわけですけれど

も、耕作できないということで、現場へ行ってみますと、不耕作地になり

かけているような状態の土地であります。○○さんが譲り受けて耕作をす

るということで、不耕作地にならずに済むということで、全く問題ないと

いうふうに見てきました。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、２００号、矢嶋委員、お願いします。 

 

矢嶋農業委員   位置図の関係で、３ページの上のほうですね、これを見ていただきますと、

ちょうど二子というところで、西のほうに長野道が走っておりまして、長

野道をくぐる感じで松本空港線が走っております。この地図の右側のほう

は二美町という住宅団地でありまして、この中間の辺にあるというところ

でありますけれども、ここの場所は、ちょうど丸つけてある左側、「文」

って入っていますけれども、認定こども園のふたごという保育園がありま

して、この丸ついている場所が○○さんのご自宅がある場所と。ご自宅の

右側のほうが二子神社がありまして、ちょうど二子神社と認定こども園に

挟まれた場所ということで、今回売買で購入するわけですけれども、○○

○さん以外、多分利用できないじゃないかなということで、この土地に入

るにも、二子のその認定こども園の北側の細い、車は軽トラ１台通れるよ

うな場所を通って行かないと入って行けないので、一体利用ということで、

○○さんしか利用できないというふうに考えておりますので、問題ないと
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いうふうに考えております。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         では、２０１号、中川委員、お願いします。 

 

中川農業委員   ２０１、ご報告申し上げます。 

         譲渡人の○○○○さん、○○○○さん、ご高齢の方なんですが、非農家の

方です。令和２年に当該農地を相続しました。ただ、非農家でありますの

で、こういう農地を相続されては困る。困ってしまった。どうにか処分を

しないといけないという形の最終決着の案件でございます。当時は東京に

お住まいだったんですが、今は生まれ故郷である里山辺に戻って来られま

した。農地が３つありますが、○○○○－○、それから○○○○－○、こ

ちらは○○さんがトマトなんかを作って、どうにか農地としての体面を保

っている、こういう状況でありました。○○○○－○のほうは、こらは○

○さんが以前から借りていたというところであります。○○さんという方

は、里山辺の地域の中心経営体の１人に位置づけられている方で、一生懸

命やっておられます。こういう売買という形になって、権利が移動という

ことになりまして、きれいな形に収まったと、こういう案件でございます。

よろしくお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ２０２号、中條委員、お願いします。 

 

中條農業委員   ２０２号ですが、譲渡人の○○さんなんですが、相続で得た土地でござい

ます。お住まいも上田ということで、管理と耕作できないということで、

売りたいというお話でした。買った○○○○さんですが、うちの近所の方

ですが、水稲と果樹と今、やっていまして、今、果樹のほうに力を入れて

おります。経営規模拡大ということで、問題ないと思いますので、よろし

くお願いします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ２０３号、塩原至委員、お願いします。 

 

塩原（至）農業委員 ○○さんの畑を○○さんが買うということで、○○さんは２８歳という

ことで、５月だか６月、初めて農地を取得しまして、この人に関しては、

今後規模を本当に大きくするということでありまして、この人に作らせて

おけば間違いないと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         続きまして、全体を通しまして質問、意見等ありましたら、お出しをお願

いいたします。 
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［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、農地法第３条の規定による案件、６件につい

て、一括して集約いたします。 

         農業委員の皆様に伺いますが、議案第１９８号から２０３号について、原

案どおり許可することに賛成の委員の方の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり許可することと決定いたします。 

         続きまして、議案第２０４号及び２０５号 農地法第４条の規定による許

可申請承認の件、２件について上程いたします。 

         事務局から一括説明をお願いいたします。 

         藤井主任。 

 

藤井主任     農業委員会事務局の藤井です。説明をさせていただきます。 

         総会資料の２ページをお願いいたします。 

         農地法第４条の規定による許可の件、説明いたします。 

         議案第２０４号、転用目的は住宅敷地（車庫・通路）です。こちら、やむ

を得ないものとして追認申請となっております。 

         続きまして、議案第２０５号、転用目的は合併浄化槽となります。こちら

もやむを得ないものとして追認申請となっております。 

         以上、これらの案件につきましては、内容は議案書のとおりとなります。

一般基準等の各要件を満たしていると判断しております。よろしくお願い

いたします。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         それでは、地元の委員の方からの意見をお願いします。 

         ２０４号、中條委員、お願いします。 

 

中條農業委員   ２０４号ですが、先ほど３条のほうに出てきた○○さんなんですが、○○

さんの自宅です。住宅敷地に入る通路と車庫、トラクターを置く車庫なん

ですが、通路に関しては、５０年ぐらい前に家を新築したときに、今まで

あった通路が使えなくなって、こちらのほうから造ってしまったというこ

とです。今、６ページの写真の左側のほうへ下って行くところが通路にな

っています。それと、車庫ですが、これも２０年ぐらい前に一度、田んぼ

をたくさん借りて５町歩ぐらいやっていたんですが、そのときに大きなト

ラクターを購入したときに、置き場所がなくて、今の写真のある駐車場に

なっているんですが、そこのところに置いておいたということで、農地と

いうことを知らずにやったようでございます。写真を見てもらうと、左の
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ほうは自宅がありまして、その横に物置、今ある車が２台止まっている奥

が続きの農地になっていまして、広さはそんなに広くないそうです。右側

はもう隣の住宅となっていまして、手前が道路です。左下が道路になって

いまして、農地としてそんな使い道があまりないということで、追認案件

ですので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ２０５号、柳澤委員、お願いします。 

 

柳澤農業委員   ここの写真がその下にございますけれども、７ページですね。ここの場所

は、平成３年１１月にここに住んでおられた○○○○○○さんが亡くなっ

た後、共同相続人の１人で、めいの○○さんという方がこの畑を相続した

んですけれども、その畑の一角に合併槽が造られているという、合併浄化

槽ですね。それで、ここは、もうしばらく前から多分これは造られていた

と思うんですけれども、今回改めてここを分筆して、合併浄化槽というこ

とにしたいという、実際機能している場所でした。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、現地を見ていただいた武井委員、お願いします。 

 

武井農業委員   ２０４号ですが、今、地元の中條委員さんのおっしゃるとおり、これは追

認やむなしと見てきましたので、よろしくお願いします。 

         それから、２０５号ですが、合併浄化槽ということでございますけれども、

この土地、建物、また売るということでございまして、隣のうちへ。これ

もやむを得ないということで、追認やむなしと見てまいりました。よろし

くお願いします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         続きまして、全体を通じましてこの２案、質疑、意見等ありましたら、お

出しをお願いします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、農地法第４条の規定による案件、２件につい

て一括して集約いたします。 

         農業委員の皆様に伺いますが、議案第２０４号及び２０５号について、原

案どおり承認することに賛成の委員の方の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 
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         全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することと決定いたします。 

         続きまして、議案第２０６号から２１３号 農地法第５条の規定による許

可申請承認の件、８件について上程いたします。 

         事務局から一括説明をお願いいたします。 

         藤井主任。 

 

藤井主任     では、議案書の３ページをお願いいたします。 

         農地法第５条の規定による許可申請の件、説明をいたします。 

         議案第２０６号、転用目的は分家住宅です。令和５年８月２２日付農振除

外済み案件となります。 

         続きまして、議案第２０７号、転用目的は住宅敷地です。やむを得ないも

のとして追認申請となっております。 

         続きまして、議案第２０８号、転用目的は農家分家住宅です 

         続きまして、議案第２０９号、転用目的は駐車場です。令和５年８月２２

日付の農振除外済みとなっております。 

         ４ページをお願いいたします。 

         議案第２１０号、転用目的は農家分家住宅となります。令和５年８月２２

日付農振除外済みとなっております。 

         続きまして、議案第２１１号、転用目的は農家分家住宅です。令和５年８

月２２日付農振除外済みとなっております。 

         続きまして、議案第２１２号、転用目的は農家分家住宅です。令和５年８

月２２日付農振除外済みとなっております。 

         続きまして、議案第２１３号、転用目的は住宅敷地（家庭菜園）となりま

す。 

         以上、これらの案件につきましては、内容については議案書のとおりです。

一般基準等の各要件を満たしていると判断しております。よろしくお願い

いたします。 

 

議  長     ご苦労さまです。 

         それでは、地元の委員の方のご意見を伺います。 

         ２０６号、神林、塩原委員、お願いします。 

 

塩原（秀）農業委員 位置図のほうを見てもらうと分かるんですけれども、ちょうど住宅の中

に入るということで、他の農地には影響はないと思います。また、もう一

軒、その中には○○さんの分家があって、それで本家と合わせて兄弟３人

ですかね、この近くに家を建てて、農業をやりながら守り立てていくとい

うことなので、特段問題はないことですし、承認のほうをよろしくお願い

したいと思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         続きまして、２０７、２０８、２０９、矢嶋委員、お願いします。 
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矢嶋農業委員   それでは、位置図の９ページになりますけれども、場所につきましては、

上の航空写真見ると、菅野小学校がすぐ東側にあります。それから、今回

のこの申請地の横、下のほうに写真ありますが、西側にリンゴ園がありま

して、そのリンゴ園を境にして、西側、左側ですね。そちらのほうが今井

地区になっておりまして、西南工業団地に指定されている場所であります。

この譲受人の○○さんにつきましては、所有者の○○○○さんの長女とい

うことで、以前、ここに写真ありますけれども、うちを建ててございます。

平成２９年に建てましたけれども、６月。たまたまこのうちの南側が道路

になっておりまして、そこに塀を造って、庭も造ってしまったということ

で、車が止められなくなったということで、ここの写真にありますけれど

も、その住宅の西側に車庫を造ってしまったということで、宅地か農地か

という、そういう意識がなかったということで、たまたまこの車庫につき

ましては、屋根が太陽光発電のパネルが全部入っておりまして、そういう

ことで、簡単に壊せないということもありまして、ここの部分を住宅敷地

の隣ということで、転用の申請をしたという内容でございます。これは、

状況を考えればやむを得ないのかなというふうに考えますので、よろしく

お願いをいたします。 

         それから、次、２０８でありますけれども、○○さんですが、やはり所有

者、○○さんということで、この○○さんの奥さん、○○○さんは○○さ

んの娘さんの次女ということで、たまたまやはりアパートに住んでおりま

したが、手狭になったということで、いろいろ土地を探したということで

ございまして、なかなかいい場所がなくて、このお姉さんの住んでいると

ころの土地、これがやっぱりお父さんの土地になっておりまして、その横

を通って、その奥に住宅を造りたいということで、農家分家で申請された

ものであります。この畑につきましては、周りがそういうような状況でご

ざいますので、どっちかというと農作物を作っていたという感じではなく

て、管理地、管理農地のような感じで管理されておりました。そのお姉さ

んの建物の裏側は家庭菜園みたいなふうになっておりまして、一部耕作し

て野菜を作っていたというふうに思われます。そういうことで、これもや

むを得ないというふうに考えますので、よろしくお願いをいたします。 

         それから、２０９番でありますけれども、ページで１１ページになります。

○○○○、○○○○○○○ということで、駐車場の申請ということであり

ますけれども、だんだん患者さんが増えてまいりまして、現在、そこに従

事している方が３４名ということで、かなり所帯が大きくなってまいりま

して、周りにも駐車場あるんですけれども、その駐車場だけでは手狭にな

ったということで、今回の申請になったものであります。ちょうどこの下

の写真、四角で囲ってある場所の左側、若干車が見えますけれども、ここ

が今までの○○○○の職員の駐車場というような感じで使っていたんです

けれども、その横ということで、今回１０台分の申請をするために、今回

の申請をさせていただいたということでありますので、場所的にも周りの

農地に与える影響はないというふうに考えておりますので、よろしくお願
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いをいたします。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、２１０、中川委員、お願いします。 

 

中川農業委員   ２１０号でございます。当該農地の場所なんですが、松本市東部の里山辺

の一番西に当たるところです。ウエストピークというゴルフの打ちっ放し

があります。それから、松本工業高校があります。ここのすぐ東側という

ところに位置しております。譲渡人の○○○○さんのお嬢さんが○○○○

さん、その配偶者が○○○さんということになっております。○○さんご

夫婦には介助を必要とされる家族があるということで、今、梓川の賃貸住

宅に仮住まいなんですが、バリアフリーの家、こういったものが必要であ

るということで、いろいろ土地を探されておりましたが、ここしかないと

いうことで、こういうことになった次第でございます。特段隣接する農地

に与える影響もない、そういうことでございますので、よろしくお願いい

たします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、２１１と２１２、倉科委員、お願いします。 

 

倉科農業委員   ２１１号ですけれども、○○○さんご夫妻が農家分家住宅建設のため、譲

渡人であります奥様のお父さん、○○○○さんからお父さん所有の農地を

使用貸借により転用するという案件でございます。場所は、地図見ていた

だきますと、梓川の倭交差点というのが中央の上にありまして、ここから

南へ２００メートルほど行ったところで、タイヤ館の店舗のすぐ西側とい

うことになります。当該農地の状況ですけれども、写真見ていただきます

と、写真の右手のほうに、方角としては南側ですけれども、お父さんの○

○さんの自宅がございまして、奥に見える建物がタイヤ館です。北側は道

路、西側は第三者の農地でございますけれども、そういったものに囲まれ

た狭小な土地でありますので、農地の使用上、周辺の農業に与える影響は

ないというふうに考えておりますので、本件における転用はやむを得ない

ものと考えております。 

         続いて、議案第２１２号ですけれども、こちらも○○さんご夫妻が農家分

家住宅建設のため、奥様のお父さんである○○○○さん所有の農地を使用

貸借により転用する案件です。場所は、信州ミルクランドがあります梓川

の工業団地の北西の辺り、３００メートルほど行ったところ。お父さんの

○○さんが経営しています○○○○○○○の店舗のすぐ西側で、南大妻と

いう集落の一角になります。当該農地の状況ですけれども、写真見ていた

だきまして、奥に見える建物が奥さんのお姉さんのご夫妻の住宅です。右

側がお父さんの○○さんの農地、それから左手手前に見えます北西側の方

向は道路、水路、公共物に囲まれたこれも狭小な土地であります。農地の
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利用上、周辺の農業に与える影響はないと考えられますので、本件におけ

る転用はやむを得ないものと考えます。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、２１３、塩原至委員、お願いいたします。 

 

塩原（至）農業委員 １５ページを見ていただきまして、場所なんですけれども、波田郵便局

から東側に５０メートルぐらいですか、のところにある物件であります。

写真等で見ていただいて、手前側に道がありまして、四角で囲ってある以

外は○○さんの関係の宅地ということであります。そして、その四角だけ

が畑ということで、５０平米であります。昨日、○○さんと話を聞きまし

た。○○さんの子供がまだ東京にいまして、今後、波田のほうに戻ってく

るということで、農地というか、家庭菜園をやりながら、宅地申請にして

いただければということを言われました。別に畑もきれいにしていますの

で、問題ないかと思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、現地を見ていただいた委員の方に意見を伺います。 

         議案第２０６号から２０８号についてを武井委員、２０９号以降を丸山委

員にお願いします。 

         武井委員、お願いします。 

 

武井農業委員   では、２０６号から申し上げます。これは先ほど地元の委員さんのおっし

ゃるとおり、周辺農地に及ぼす影響は少ないというふうに見てまいりまし

たので、よろしくお願いします。 

         ２０７、２０８、これは姉妹ということでございまして、近所におうちを

建てるということでございます。ちょっと駐車場、２０７についてはちょ

っと認識が甘かったなと思うんですけれども、今さらですので、追認やむ

なしという感じでございますし、その裏に妹さんがまたうちを造ったとい

うことでございます。どっちにしましても、横にリンゴ園ありますけれど

も、あまり影響はないというふうに見てまいりましたので、やむなしとい

うことで、よろしくお願いします。 

 

丸山農業委員   ２０９号ですが、○○○○のほうで駐車場ということで、見てきましたけ

れども、近隣農地に対する影響はないということで見てきました。特に問

題ないと思います。 

         ２１０ですが、説明ありましたとおり、娘さんの農家分家ということで、

特に問題ないと思いました。 

         また、２１１についても、同じく○○さんの娘さん夫婦の農家分家という

ことですので、これも特に問題ないと思いました。 
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         あと、２１２についても、同じように○○さんの娘さんの住宅をというこ

とで、特に近隣農地に対する影響は少ないと思いました。 

         ２１３ですが、住宅敷地プラス家庭菜園ということで、○○さんが長年耕

作をしていた土地だそうです。特段問題ないと思いました。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全体と通しましてご質問、ご意見等ありましたら、お出しをお願いいたし

ます。 

         あれですかね。今、武井さんからも指摘があったが、２０７なんだけれど

も、立地条件的に言うと、もちろんこれ、無理もないんだが、手続上、こ

こで追認、こんな案が追認の仕方でいいのかどうかってちょっと気になっ

たのと、それで２１３なんですが、当然５条で申請するが、すぐにはやら

ないが、そういうつもりだっていうことの形の中での５条申請もいいの、

藤井さん。 

 

藤井主任     まず、２０７号ですが、車庫ということで、カーポートがございます。カ

ーポートにつきましても建築基準法に合致したものを造る必要がありまし

て、事前に建築指導課のほうともご協議いただいていまして、建物として

カーポートとしての建築基準法上の適法性も、建築士の方の目が入ってい

まして、適法性は確認されておりまして、農地法以外の法令でもやむなし

ということでのご協議はいただいております。 

         ２１３号の家庭菜園ですが、後々のお話というのは、我々、今のところ何

も聞いていないもんですから、あくまでも住宅敷地の一部として家庭菜園

を今後もやり続けるものということで把握はしていますが、転用の一般的

な流れとして、これで転用の完了の報告を受けた後に、もし帰ってきたお

子さんのための何かを造りたいということであれば、農地法の手は離れて

いますので、都市計画法ですとか建築基準法のほうで改めてできるのかど

うかというところはご協議いただく必要はあると思います。 

         以上であります。 

 

議  長     これ、２０７なんだけれども、普通の手続的にいうと、適法じゃないから、

適法に是正しておいてから申請しろっていうのが指導の基本的な営みにな

ると思うんだけれども、ここで建っているのの追認ということで、これが

関係部署との協議の中で、これは建築基準法でも合致しますよ。だから、

そこで何にしろうちらでということもあるんだろうけれども、じゃこれで

オーケーって、追認オーケーですよっていうような言い方でもいいの。こ

れから出てくる事象の中でも、そういうような捉えどころで。 

 

藤井主任     これ、一般的な案件の中で、まずは立地的にそもそもできるところなのか

というところはあると思います。立地的にできないものであれば、原状回

復していただくしかないと思いますので、そういった案件は原状回復にす
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るとして、それ以外の、一応今回であれば２種農地ですが、立地的にでき

るもので、かつ他法令でもやむなしの案件であれば、今後も農地法的にも

やむなしかなと考えております。 

 

議  長     ということです。久保委員。 

 

久保農業委員   いや、会長のおっしゃっていることが、どういう問題も残るとか、どうい

うことだという説明をちょっとお聞きしたいんですが。 

 

議  長     通常、適法に手続がなされないところへ建屋が建っていると、これはやは

り原状復帰で、農地に戻した後、許可申請で次の営みが始まるという営み

だと思います。これが、普通の住宅なんかの場合、よく出てくるんですが、

ある程度ちょっと飛び越しちゃったと、こういう成り行きの中で、これは

過去の問題になっているところは追認でもやむを得ないんですが、このカ

ーポート。カーポートなんて、取ろうと思えばすぐ取れるので。それで、

これ、原状にして、農地に戻しておいてから申請して、オーケーで、カー

ポートを造るというのが、ある程度適法に手続が済んでいない皆さんのペ

ナルティーだと思うんですよ。だで、その辺のニュアンスをどういうふう

なニュアンスで、我々ね、そういうふうに捉えて、よく相談に来ると思う

んですよ。もちろんそういういろいろな事象の中で、事務局のほうで指導

しながら、適法にして、次の営みをするという。そういうところで、こう

いうふうな場所も許可というか、追認できるかどうかっていう、これが事

例かどうかっていう確認なんです。 

         白地とかそういうなら、ある程度キャパもあるけれども、ここ、第２種で、

それだで周りを見れば、もちろん農家できるような体制じゃないで、ここ

に特化しないんだけれども、今、事務局の話によると、そういうことで、

外見上、建築建ってもいい。将来のルートならオーケーになるべきであろ

う土地だ。しかも、それは建築基準法をクリアできるという前提の下なら

オーケーですよというサインを出せるというが、その２０７だと思うんで

す。 

         いいですか、そういう、藤井さん、捉えどころで。 

         では、川村補佐 

 

川村局長補佐   事務局の川村です。 

         ちょっと補足説明させていただきますが、確かに今、担当のほうから申し

上げましたとおり、適法か適法じゃないかというのも当然ございます。こ

れはもう基本中の基本なんですけれども、これに限ったことじゃなく、今

までもそうなんですが、追認案件、許可をしているのが許可権者が県とい

う形ですので、全て県へ事前に協議しております。つまり、許可権者であ

る県のほうの内諾を得て、それで総会のほうに諮っていくといった方向の

スタンスで今後もやっていきたいと思いますので、ご承知おきお願いした

いと思います。 
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         以上です。 

 

議  長     いいですか。 

         私の解釈でいい。もちろん困ったことを県に聞いて、オーケーならオーケ

ーだという、ただ他人じゃなくて、我々のスタンスの中で理解して、許可

するという営みの中で、そういう捉え方と事務局とのすり合わせは常にや

っていかなきゃいけないと思うが。川村補佐 

 

川村局長補佐   必要性というのが一番重要だと思ってくるんですけれども、これ、見抜く

ことができるかできないかというのは、ちょっと一線が難しいんですが、

悪意性があるかないかっていうのも重要なところだと思います。やっぱり

悪意的にやってあるような、いわゆる違反転用みたいなものは、これは追

認でいかがなものかというのが出てきますので、そういった観点が１つの

線引きにも、メニューの１つなんですけれども、そういった観点も１つ、

審査の対象としていければいいんではないかと。 

         いわゆる今回の案件は、生活上、先ほどの説明もございましたとおり、前

面道路のところに塀を造ってしまって、進入路がないというような現状の

中で、委員さんご指摘のとおり、ちょっと安易だったかなと言われれば、

もうそのとおりだと思います。それをちょっと悪意性がないという判断の

下で審査して、県との協議を経た中でやってきたと。今後もその辺は、生

活的に必要か必要でないか、あるいは悪意性があるかないか、こんなとこ

ろを１つの観点で審査していければと思っていますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 

議  長     その辺のそのニュアンスが、果たしてそれに比べてこの手続とこの後って

いうやつがこれでいいのかどうかっていうやつがちょっと疑問に思ったも

ので、ちょっと火をつけてしまいましたが、次にまた地元へ帰っていろい

ろ問題があったときには、事務局と対応の中で、県と協議してもらって、

それ、法的の中での前へ向いてもらうっていうことが大原則だと思います

ので、いいですか。 

         これを含めて何か、ほかの方で何かありましたら、お願いします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     では、ここで集約いたします。 

         農地法第５条の規定による案件、８件について、集約いたします。 

         農業委員の皆さんに伺いますが、議案第２０６号から２１３号について、

原案どおり承認することに賛成の委員の方の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 
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         全員賛成ですので、案どおり決定いたします。 

         続きまして、議案第２１４号お呼び２１５号 相続税の納税猶予の適格者

証明願承認の件、２件についてを上程いたします。 

         事務局から説明をお願いいたします。 

         麻生主任。 

 

麻生主任     農業委員会事務局の麻生です。 

         着座にて失礼します。 

         総会資料の５ページをご覧ください。 

         納税猶予の的確者証明願承認について説明いたします。 

         議案第２１４号、井川城２丁目にお住まいの○○○○さんが承認を受ける

ものです。 

         議案第２１５号、井川城３丁目にお住まいの○○○○さんが承認を受ける

ものです。 

         以上、ご審議をお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         では、小林委員、説明をお願いします。 

 

小林農業委員   ２１４号です。位置図の最終ページの１７ページに表示がありますけれど

も、この物件は、文字どおり市街地の中にあって、３方をほぼ住宅地に囲

まれているというようなところなんですけれども、田んぼをやっておいで

で、この時期、耕運をされ、来期に備えてきれいに整地というか、耕運を

されていて、問題がないと思って見てまいりました。 

         引き続いて、下の２１５号ですけれども、これも先ほど申し上げたように、

市街地の中ということでございますけれども、一応現況は畑になっており

ます。ここも、先ほど申し上げましたように、２方、３方が住宅地に囲ま

れた土地なんですけれども、この方はなかなかお忙しい方で、遠くの、土

帰月来というか、ところにお勤めというようなこともあって、この土地そ

のものを防草シートで全部囲ってあるということで、なかなかそういう保

持というか、やり方もあるんだなということで、とても参考にはなりまし

た。引き続いて来年度起こせるかどうかということは、それ、確約がない

んですけれども、ご本人にも連絡を取ったんですけれども、何とか早く帰

郷をして、ここに手をつけたいということでございましたので、問題なし

ということで皆さんに紹介をしたいと思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ほかの委員の方で本件について質問、意見等ありましたら、お出しをお願

いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 
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議  長     ご意見等ないようですので、ただいまから集約いたします。 

         議案第２１４号及び２１５号について、原案どおり承認することに賛成の

農業委員の方の挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、本件は原案どおり承認することと決定いたします。 

         続きまして、報告事項に入ります。 

         事務局からアからオついて一括説明をお願いいたします。 

         麻生主任。 

 

麻生主任     それでは、報告事項のアからオについて説明いたします。 

         これらにつきましては、書類等完備しておりましたので、事務局長の専決

により処理いたしました。 

         総会資料６ページからご覧ください。 

         ６ページから１０ページ、農地法第１８条第６項の規定による合意解約の

件、３１件、１１ページ、農地の形状変更（土地改良)実施に伴う届出の件、

１件、１２ページから１３ページ、農地法第３条の３第１項の規定による

届出の件、２３件、１４ページ、農地法第４条の規定による届出の件、２

件、１５ページから１６ページ、農地法第５条の規定による届出の件、８

件。 

         以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     ご苦労さまでした。 

         ただいまの報告について委員の皆様から質問、意見等ありましたら、お出

しをお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     ご意見等ないようですので、これら報告事項につきましては、事務局説明

のとおり承知おきをお願いいたします。 

         続きまして、協議事項に入ります。 

         令和５年度違反転用への対応について、事務局から説明をお願いいたしま

す。 

         藤井主任。 

 

藤井主任     それでは、総会資料の１７ページ、１８ページをご覧ください。 

         令和５年度違反転用への対応ということで、総会の開会前に、該当される

地区の委員さんのところへ地区の担当のほうから各地区ごとの違反転用な

いし違反転用のおそれのある土地のリストを配付をさせていただきました。
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こちらについては、皆様がこの夏行っていただきました農地パトロールの

結果及び昨年度からの違反転用の積上げ、あとは通報があった農地などが

含まれております。 

         まず、今回配付のない委員さんにつきましては、特に違反転用の対応は今

回ありませんので、ご承知おきください。 

         昨年度と変更された点についてご案内いたします。 

         今年度の農地パトロールからタブレットを用いて現地確認をされたと思い

ます。その中で、タブレットで写真を撮っていただいて、写真をデータで

頂いた委員さんにつきましては、今回の違反転用の関係で、改めて写真を

頂く必要はありません。農地パトロールの際にタブレットで写真を保存し

てない委員の方のみ、今回改めて、すみませんが、写真の撮影をお願いで

きればと思います。 

         つきましては、１月３１日、次の定例総会までに、写真を撮られてない委

員さんは、写真及び違反転用地ないし違反転用のおそれのある農地につい

て、違反行為者ないし地主の方にもし聞き取りができれば、その内容も併

せてご報告をいただければと思います。 

         細かい筆ごとの指導内容につきましては、個別でお配りした書類の中に書

いてございますので、またご不明な点等ございましたら、私、藤井か加藤

までお問合せをいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

議  長     ご苦労さまでした。 

         ただいまの件につきまして委員の皆様から質問、意見等ありましたら、お

出しをお願いいたします。 

         これ、藤井さん、委員の皆様からデータをもらった後の営みはどうなる。 

         では、藤井さん、お願いします。 

 

藤井主任     写真を頂いた後ですが、違反の案件であれば、まずご事情をお聞きするよ

うな形になると思います。その後、事情を聞く営みも、委員さんのほうで

もし聞けるようであれば聞いていただいたものを基に対応方針を決定しま

すが、違反として原状回復の指導になるのか、また先ほど会長からお話が

あった、もし仮に追認ができるようなものであれば、追認の方向に進むの

か、基本的にはその二択になろうかと思いますが、具体的な悪意があるの

か、あとは生活に必要なものなのかというところで、また判断していくこ

とにはなろうと思いますが、その際には、また地元の委員さんのご意見も

いただきながら、方向性は決めていくことになると思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         それでは、質問、意見等ありますか。 

         では、塩原至委員。 

 

塩原（至）農業委員 ちょっと皆さんに聞きたいことがございまして、波田地区、畑等がうん
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と多くて、そういうところの遊休農地とかそういうのは改善すぐできるん

ですよね。ただ、一番問題に今なっているのが、果樹園の関係で、幾らち

ょっと整地とかしてくださいって、きれいにしてくださいって言っても、

もう年寄りだでできない。暇がないとか言って、そういうのを各地区でど

のような対応をしているか、ちょっとお聞きしたいなと思っております。 

         以上です。 

 

議  長     では、塩原秀俊委員、お願いします。 

 

塩原（秀）農業委員 今の意見と同意見で、この違反転用の部分も、もう私が農業委員になっ

たときのリストですので、３年前からなっているということで、全然変更

もなく、現状がそのまま通ってきて、ただ１か所だけ保全管理地に変える

ことができたんですけれども、そういうときの進め方ですよね。もう３年

かかってできないのは、これから４年、５年かかってできるかというと、

大変難しいところがあるのかな。 

 

議  長     これ、遊休荒廃地も含んでいる。 

         藤井さん。 

 

藤井主任     塩原至委員さんのおっしゃられた波田地区のリンゴ畑みたいなイメージで

いいんですかね。 

 

塩原（至）農業委員 はい。 

 

藤井主任     リンゴ畑が違反転用というよりは、遊休地化しているというイメージで私、

捉えたんですけれども。 

 

塩原（至）農業委員 いいです、それで。 

         その対策、結構各地区やっていると思うんですよね。 

 

議  長     基本的に、うん、そう。ちょっと後で事務局でコメントしてもらえばいい

が、困ったことで。我々指導するだけじゃなくて、こういう方法で解決し

てくれというメニューも含めた中で、そういうのは対応できればいいんだ

が、なかなか特に果樹園地帯、できないのが現状で、これはあらゆるチャ

ンスとか、ＪＡとか、機構を使いながら、機構で４万数千円かな。それで、

市で幾らか、４万円か。１反歩４万円。それもあるので、それを対応しな

がら、担い手へ伝える算段をやっていくことしか、私、うちも周りもいっ

ぱいあるもんで、それ、比較的新規就農者がいれば、ＪＡとも相談しなが

ら、あっせんしていくという方法しかないんじゃないかなというふうな気

もするがね。 

         ほかに。同じことですよね、秀俊さん。 
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塩原（秀）農業委員 同じです。 

 

議  長     どうですか。 

         では、草田係長。 

 

草田係長     農業委員会事務局の草田です。 

         今、会長がおっしゃられたように、制度を使いながら改善していくだとか、

私たちのほうでも、情報紙だとか、農業会議が発行している本だとか見な

がら勉強して、また情報あれば、お伝えできたらなと思っております。 

         以上です。 

 

議  長     これで１点言えることは、やっぱりこういう我々営みするもんで、幾ばく

かというか、回復の機運なり、回復のチャンスなり、芽はつくっていくの

が我々の職責の１つだと思うんです。だから、そこはやっぱりえらい粗を

探して、解決点もないのに、えらいというような気もするけれども、やは

りこれ、地道の中で、えらい目に見えないかもしれないけれども、行政の

ポジションとやりながら、前へ進むと。それで、どうしようもないのは、

やっぱり山林化、山地化もあるし、その辺ではね、もちろんやり手がいな

いのに、探して何とかしろなんて言ったって無理な話だもので、そこはや

っぱりちょっと矛盾は矛盾なんだけれども、地道にそれぞれの立場の地域

に合わせた中でのそういうことを啓蒙というか、上から目線になっちゃい

けないが、一緒に解決するしかしようがないじゃないかなというふうな気

もしますが。 

         だから、これ、もちろん前は管理機構でも１反歩何十万円というお金を積

んであったんだけれども、これ、４年前か、それ途切れちゃったし、今、

市単でも頑張れと言って、そういうお金も増やせと言っているし、それで

もちろん県だって国だって、遊休荒廃地なんて問題言ってじゃなくて、こ

れあるから、頑張って何とかしろということででも我々も言っていますし、

なお一層我々の機運としてもつなげていかなきゃいけないしと思いますが。 

         もちろん明快な回答なんて出てこないと思うけれども、そういったスタン

スの中で我々動いていくしかしようがないというふうに思いますが、いい

ですか。 

 

塩原（至）農業委員   ありがとうございました。 

 

議  長     では、川村補佐。 

 

川村補佐     すみません、参考になるか分からないんですけれども、果樹園の場合、ご

承知のとおり、放っておくと腐乱病とかそういうのが出てきちゃったり、

リンゴとかが特にそうなんですけれども、そうなっちゃったときにはとい

うところで、先ほど会長のほうからもあったんですけれども、農政課のほ

うの支援も受けれればというのがあるんですが、そこにも達しないような
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中途半端な状況のやつが非常に目立つという中で、たまに聞くのが、まき

にして持って行ってくれと。自分で切って持って行ってくれ、ただでいい

からというやり方は聞いたことがあります。 

         ただ、その難点が、抜根までしてくれればいいんですけれども、根のほう

まで病気が入っちゃったような圃場になると、そこの解決ができないもの

で、もしそんなところも、根のほうまで行ってないようならば、伐採して、

まきで持って行ってくださいよというのも何件か実例があるという話は聞

いたことがありますので、ちょっと参考になるか分かりませんけれども、

よろしくお願いしたいと思います。 

         以上です。 

 

議  長     では、久保委員。 

 

久保農業委員   それは補助金が出るという意味ですか、切ったり、根っこをほじくるやつ

は。 

 

議  長     川村補佐。 

 

川村補佐     補助金の対象になれば、それは全部行政の補助金でできるんですけれども、

できないような場合に、先ほど委員さんおっしゃったように、高齢とかだ

とまきにもできないもので、ただでいいから切って持って行ってくれとい

う相手との交渉というふうな仕方があるようです。 

 

議  長     久保委員。 

 

久保農業委員   私の家内の実家の三郷の隣が高齢だということで、一部のリンゴ畑をやり

ましてね、伐採して、ほじくりまして、伐採したほうはやっぱり持って行

ってくれたようですが、根は持って行ってくれない。自分たちで燃やそう

かどうかなんて言ってというのを聞いたんですが、それしか方法ないです

かね、やっぱり。腐乱病とか何かあるわけですね。 

 

議  長     塩原至委員。 

 

塩原（至）農業委員 というか、結構そういうのがあるもんで、そういうのが実際にまだ違反

転用に当たるか何か分からないんですけれども、そういう問題に行ったと

きに、農業委員会としてどういう対処をしていけばいいのか。よく物を捨

てられちゃうんです。 

 

議  長     基本的には対症療法しかないじゃないか。その事例をやって、それで我々

はスーパーマンじゃないもので、やはりこういう手段とそのテリトリーが

そんなにあるわけじゃないもので、今おっしゃったように、４万幾らの市

単の事業と、機構へ相談しながら、担い手つかめて、マッチングしながら、
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プラスアフファで１反歩１０万円弱の金を使いながら担い手へやるという

のも１つの方法でしょうし、そこはやはり我々もその知識も得ながら、農

政と事務局とのタイアップしながら、対症療法、当面。これ、全部がうま

くいくなんていうことありっこないので、だでそこはやっぱりさっき言っ

たように、山へ戻すものはもう戻すしというようなことの組合せで、ちょ

っとあがくしかしようがないと思うがね。 

         これはまたそれぞれね、こういうふうな根本的な問題になってくるもんで、

また継続していろいろ皆さんの意見聞きながら、行政ともつなぎながら、

それぞれ柳澤さんのテリトリーのところもちょっとやってもらいながら、

話は結構ありますが、いろいろまたそこで知恵を絞りながら、これ、いく

じゃないかということだと思います。 

         ほかにいいですかね。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     では、そういうことで、場の雰囲気をつかんでいただいて、ご了解をお願

いしたいと思います。 

         それでは、３時まで休憩いたしますので、お願いします。 

 

（休  憩） 

 

議  長     それでは、議事を再開いたします。 

         次に、協議事項、令和５年度第２回松本農業振興地域整備計画（農用地利

用計画）の変更の協議に入ります。 

         農政課から計画変更案の概要などについて説明をお願いいたします。 

         望月主査。 

 

望月（農政課）主査 農政課計画担当の望月と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

         協議事項、令和５年度第２回松本農業振興地域整備計画（農用地利用計画）

の変更についてご説明いたします。 

         着座にて失礼いたします。 

         「令和５年度第２回松本農業振興地域整備計画の変更について」と記載さ

れた資料と「変更申出地位置図」と記載された資料の２種類をもってご説

明をいたします。 

         では、「松本振興地域整備計画の変更について」と記載された資料の１ペ

ージをご覧ください。 

         （１）変更案の概要についてご説明いたします。 

         今回は、重要変更は１８件です。内訳は、農家住宅が６件、農家分家が２

件、一般住宅、事業所、公共事業を含めましたその他が１０件となってお

ります。軽微変更につきましては１件です。合計１９件の案件をご協議い

ただきます。 

         次に、資料２ページをご覧ください。 
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         （２）経過は、資料に記載のとおりとなっております。 

         今年の１１月に申出を受け、各地区農振協議会、現地調査、庁内調整会議

が行われ、本日農業委員会でご協議いただくこととなりました。 

         （３）今後の予定も、資料に記載のとおりとなっております。 

         今回の案件について、軽微変更の案件につきましては、本日承認いただき

ました時点で協議は終了となりまして、２月下旬頃、完了公告と申出者等

への通知はなされる予定です。 

         重要変更につきましては、県の事前協議、県同意等を経て、除外公告、完

了公告と申出者等への通知を予定しております。 

         以上でございます。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         それでは、質問、意見等ありましたら、お出しをお願いいたします。 

         じゃ、武井さん。 

 

武井農業委員   この変更を受けて、農家住宅等に着工ができない。何かこれ、期限ってい

うのはありますか。どのくらいで着工しなきゃいけないとか。 

 

議  長     望月さん。 

 

望月（農政課）主査 変更公告後、おおむね１年以内に農地転用の申請をしていただくという

ことでお願いをしておるところでございます。 

 

議  長     よろしいですか。 

         じゃ、次に進みます。 

         続いて、変更案の協議に入ります。 

         最初に、農家住宅について説明をお願いいたします。 

         望月さん。 

 

望月（農政課）主査 それでは、資料３ページをご覧ください。 

         整備計画変更一覧表について、個別案件ごとに左から番号が振ってありま

す。一番下には別冊の申出地位置図のページが記載してありますので、併

せてご参照いただければと思います。 

         では、個別案件ごとの説明に入ります。 

         まず、農家住宅の６件です。 

         資料は３ページになります。 

         番号１、新村地区になります。申出者の父親が申出地に倉庫を建設し、倉

庫及び駐車場として使用してきましたが、その後、確認したところ、必要

な手続が行われていないことが分かりまして、違反転用状態となっていた

ことが判明したことから、是正のための申出をするというものです。あわ

せて、西側の農地の一部に別の倉庫がはみ出していたことも分かったため、

併せて申出をするものです。申出者の所有地及び他者の所有地で建設地を
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検討しましたが、条件を満たすのは申出地のみだったことから、申出地を

選定しました。農家住宅の敷地拡張として、敷地面積２，９３５平米のう

ち１０４平米を転用するというものとなっております。 

         続きまして、番号２、新村地区の案件です。申出者は現在、安曇野市のア

パートに住んでいますが、実家の農業等をサポートするため、実家の隣接

地への住宅の建設を計画したものです。実家は築年数が古いことから、居

住性が低い反面、歴史的価値が高いこと、また両親が居住していることか

ら、壊すことができず、その他の土地も検討しましたが、所有者の同意が

得られたのは、父親の所有地である申出地のみであったことから、農家住

宅として、敷地面積９７５平米のうち２６５平米を転用する計画となって

おります。 

         続きまして、番号３番、和田地区でございます。申出者は、松本波田道路

の建設のため、自宅敷地の南側を提供することになりました。移転候補地

を検討しましたが、現在の生活環境を維持するため、現在の住宅敷地の残

地及びその隣地に建てることがよいと判断をしました。申出者所有地及び

他者所有地を検討しましたが、適地は申出地のみであったため、農家住宅

として、田、４４９平米のうち１５１．６５平米を農振除外し、分筆、転

用したいとするものです。 

         続きまして、資料４ページになります。 

         番号４、今井地区です。申出者は、申出地に隣接する土地及び当該地に建

つ住宅を申出者の実父より相続しました。その後、調査をしたところ、こ

の住宅等が申出地にはみ出ていることが判明したというものです。申出地

にある住宅、物置等は申出者の亡くなった父が造ったものであることから、

現状となった経過は不明ですが、現在、生活の場となっているということ

から、申出地である畑、５７４平米を除外し、転用するということになっ

ております。 

         続きまして、番号５、本郷地区の案件になります。申出者は現在、申出地

の隣地に家族４人で暮らしています。農地を相続し、農業を営んでいます

が、農業用機械のほか、自家用車４台を保管するためには、現在の住宅敷

地では手狭であることから、実家の近くに車庫を建てることがよいと判断

しました。申出者の所有地はなく、土地所有者及び他者の所有地で検討し

ましたが、周辺農地への影響が最も軽微で、自宅にも近い申出地が選定さ

れました。以上により、畑、１００平米を除外し、農地転用を行うもので

す。 

         最後になります。番号６番、梓川地区の案件になります。申出者は、いず

れも相続にて申出地を取得しているため、経過についてはちょっと不明な

んですけれども、申出地に隣接する土地の住宅の建て替えを行うために調

査を行ったところ、申出地の一部が通路として使用されているということ

が判明したものです。ほかに適当な土地がなく、また現在、申出地にある

住宅や物置等は生活に必要なものであることから、田、４０平米のうち１

７．６３平米を除外し、転用するというものです。 

         以上、農家住宅６件の説明を終わります。ご協議をお願いいたします。 
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議  長     ありがとうございました。 

         ただいま農家住宅６件について説明がありました。 

         地元の委員の方から何か補足説明がありましたら、お出しをお願いいたし

ます。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     次に、全体の委員の皆さんで質問、意見等ありましたら、お出しをお願い

いたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     なければ、集約いたします。 

         農家住宅６件、１，２１２．２８平米については、やむを得ないと集約し

たいと思いますが、承認いただける農業委員の方は挙手をお願いいたしま

す。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成であります。 

         全員賛成ですので、農家住宅については、やむを得ないと集約いたします。 

         次に、農家分家について説明をお願いいたします。 

         望月さん。 

 

望月（農政課）主査 続きまして、農家分家２件でございます。 

         資料の５ページをご覧ください。 

         番号７、新村地区でございます。申出者は現在、アパートで暮らしていま

すが、子供が生まれ手狭になったことから、家を建てて、よりよい環境で

子育てがしたいと考えるようになりました。申出者に所有地はなく、本家

や他者の所有地で検討しましたが、他者所有地は折り合いがつかず、本家

の農業に最も影響が軽微である申出地を選定したものです。以上により、

農家分家として、田、２，９３５平米のうち２５７平米を除外し、転用す

るものです。 

         番号８番、梓川地区になります。申出者は現在、アパートで暮らしていま

すが、よりよい環境で子育てを行いたいという希望があるため、家を建て

ることがよいということを考えるようになりました。申出者に所有地はな

く、本家や他者の所有地で検討をしましたが、他者所有地は折り合いがつ

かず、本家の農業に最も影響が軽微である申出地を選定したものです。以

上により、農家分家として、田、１，３６５平米のうち２９９．９９平米

を農振除外し、転用するものです。 
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         以上、農家分家２件の説明を終わります。ご協議をお願いいたします。 

 

議  長     それでは、地元の委員の方で何か補足説明がありましたら、お出しをお願

いします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     次に、全体を通しまして委員の皆さん、何かあったらお願いいたします。 

         中川さん。 

 

中川農業委員   大したことではないんですけれども、５ページの７番の一番下の他法令に

よる許可等というところのちょっと文章がよく分からないので、その４行

目ぐらいからいくと、「今回、申請地に是正のための申請（番号２）があ

ります。そちらが否決さ」で止まっているんだけれども、それがどういう

意味なのかがよく分からないんで。 

 

議  長     望月さん。 

 

望月（農政課）主査 すみません、大変失礼いたしました。「そちら否決された場合」でござ

います。ここですみません、訂正させていただきます。 

         すみません、この意味なんですけれども、案件番号２番と実はこれ、同じ

土地になります。案件番号、すみません、失礼しました。１番ですね。す

みません。こちらもここで訂正させていただきます。失礼いたしました。

１番と同じ場所になります。この１番が現在、違反状態ということになっ

ておりますので、そちらが確実に是正されるということがその条件と、そ

ういう意味になっております。 

 

中川農業委員   分かりました。 

 

議  長     いいですか。 

         細江さん、そういうことだよね、新村。 

 

細江農業委員   はい。その分家のほうを建てるために測量をしたら、本件の本家のほうの

建物が農地にはみ出ていたのが分かったもんですから、その許可と一緒に

是正したいということで、申し出たということです。 

 

議  長     ありがとうございます。 

         そうすると、望月さん、ちょっとこれ、正式な文章をちょっと読んでくだ

さい。 

 

望月（農政課）主査 すみません。 

         そうしましたら、３行目から申し上げます。 
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         今回、申請地に是正のための申請（番号１）があります。そちらが否決さ

れた場合、分筆元の適法性がないため、許可できない可能性があります。 

         お願いいたします。 

 

議  長     よろしいですか。 

 

中川農業委員   はい。 

 

議  長     じゃ、そういう文言を訂正した上でのご審議をお願いします。 

         ほかに。よろしいですか。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     じゃ、なければ、集約いたします。 

         農家分家２件、５５６．９９平米については、やむを得ないと集約したい

と思いますが、承認していただける農業委員の方は挙手をお願いいたしま

す。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございます。 

         全員賛成ですので、農家分家２件については、やむを得ないと集約いたし

ます。 

         次に、その他について説明をお願いいたします。 

         望月さん。 

 

望月（農政課）主査 それでは、その他１０件でございます。 

         資料の６ページご覧ください。 

         番号９、島立地区です。申出者は、自身の住宅から西側の公道への進入路

の通路の幅が狭く、車での通行に支障が生じていたため、通路を北側に拡

幅することを計画したものです。また、その計画を進める中で、北側農地

の一部が違反転用状態となっていたことが判明したため、これを併せて是

正するというものです。転用の目的が達成することができる土地は申出地

のみであることから、当該地が選定されました。以上により、一般住宅の

敷地として、田、２，１８５平米のうち２８．６６平米を農振除外し、分

筆、転用するものです。 

         続きまして、番号１０、梓川地区の案件になります。申出者は、野良猫の

保護活動をしています。申出地の隣地を自宅として購入しましたが、申出

地にある農業用倉庫を、その一部を農業用の倉庫として使用しつつ、保護

した猫の遊び場として利用しています。保護猫の活動エリアとして当該地

は必要であるということから、今回是正のため申出を行うというものにな

っております。自宅周辺を検討しましたが、自己の所有地には適地がなく、



32 

他者所有地では同意を得られたのが申出地のみであったということでござ

います。以上により、一般住宅として、畑、２０４平米を除外し、転用す

るというものでございます。 

         続きまして、番号１１番、７ページになります。神林地区です。申出者は、

自身の所有地がリニア中央新幹線の事業用地となったということから、そ

の代替地を検討する中で、今回、新規事業としてコンビニエンスストアを

松本地域に出店するということを計画したものです。自己所有地は松本市

内にはなく、他者の所有地についても、申出地以外は所有者の同意が得ら

れなかったり、開発許可の見込みが得られなかったことから、申出地を選

定したものでございます。以上により、事業用地として、田、２，０８１

平米を除外し、転用するものです。 

         続きまして、番号１２、笹賀地区です。申出者は、申出地の隣地で眼科を

営んでいますが、診療していく中で、まぶたの治療の必要な場合が出てき

たということから、その需要に応えるため、形成外科の開設を計画しまし

た。このような理由から、現在の診療所の周辺で位置を選定したところ、

自己の所有地には適地はなく、他者の所有地で同意を得られたのが申出地

のみであったため、当該地を選定したものでございます。以上により、田、

７７７平米を除外し、転用するものです。 

         続きまして、番号１３、資料８ページになります。今井地区の案件でござ

います。申出者である長野県が所有する松本養護学校は、近年児童が増加

しており、それに併せて教員も増加しているということから、慢性的な駐

車場不足となっております。そのため、既設の敷地に駐車場を増設する計

画を立てましたが、それでも駐車場は不足するということから、駐車場の

増設を計画したものです。学校敷地を検討しましたが、上記土地以外に見

込みのある土地がなく、県所有地及び他者所有地を検討しましたが、申出

地以外に同意は得ることができませんでした。以上から、畑、１，２９２

平米を除外し、転用するという計画でございます。 

         続きまして、１４番、資料９ページになります。島内地区です。申出者は、

大型クレーンなどを所有していますが、経済状況の変化により、現在駐車

場用地として使っている土地に自らガソリンスタンドを設置する、給油用

のスペースを設置するということになったため、そこが駐車場として使え

なくなることから、新たな駐車場が必要となったというものです。自己所

有地及び他者所有地で検討しましたが、選定条件に合う土地に自己所有地

はなく、他者所有地も検討しましたが、条件に合致し、地権者の同意が得

られたのは今回の申請地のみであったため、当該地を選定したものでござ

います。以上により、田、５，９０２平米のうち３，６３３平米を除外し、

分筆、転用するものです。 

         番号１５、笹賀地区の案件です。申出者は、申出地の隣接地に事業所があ

り、事業拡大のため、駐車場の不足が見込まれることから、駐車場の増設

を検討いたしました。自己所有地及び他者所有地を検討しましたが、自己

所有地は既に別の用途で使われており、他者所有地では、申出地以外は農

地転用の見込みがなかったり、地権者の同意が得られなかったことから、



33 

当該地を選定したものです。以上により、畑、９５５平米を除外し、転用

するものです。 

         続きまして、番号１６、波田地区の案件になります。申出者は、業務の拡

大に伴い、工事の新設を計画しましたが、現在の事業所の周辺で建設可能

な土地が現在駐車場として使用している土地のみだったことから、駐車場

の移設を計画したものです。申出者の所有地は既に他の用途で利用されて

おり、他者所有地も検討しましたが、条件に合致しなかったり、耕作者の

同意が得られず、地権者の同意が得られたのが申出地のみであったため、

当該地を選定したものです。以上により、畑、２，５０４平米のうち１，

０００平米を除外し、転用するものです。 

         なお、この案件につきましては、地区協議会において、雨水処理に関して、

地面浸透と擦ることに懸念がありましたが、その後、申出者のほうで、浸

透ます及び土塁を設置するという計画に変更するということになっており

ます。 

         続きまして、番号１７番です。資料は１０ページになります。島内地区の

案件です。申出者は、建設業を営んでいます。数年前に現在地へ事業所を

移転しましたが、従前の事務所に附属していた資材置場は移転しなかった

ため、事務所と資材置場が離れており、社員への負担が大きい状況となっ

ています。そのため、現在の事務所の隣地へ資材置場を移転する計画をし

ました。自己所有地には適地がなく、他者所有地も検討しましたが、申出

地以外は地権者からの同意が得られなかったことから、申出地を選定した

ものです。以上により、畑、４，６２５平米を除外し、転用するものです。 

         続きまして、１８番、寿地区の案件になります。申出者は、土木事業を営

んでいます。現在、事務所から離れた場所に資材置場を設置していますが、

将来的にその土地は返却しなくてはいけない土地であることに加え、盗難

の心配もあることから、事務所周辺への資材置場の移設を計画したもので

す。自己所有地はほかの用途で使用中であり、土地所有者の所有地及び他

者所有地も検討しましたが、条件が合致し、地権者の同意が得られたのは

申出地のみであったため、選定したものです。以上により、畑、１３５平

米を除外し、転用するものです。 

         以上、その他１０件の説明を終わります。ご協議をお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         その他１０件について説明がありました。 

         地元の委員の方で何か補足説明がありましたら、お出しをお願いいたしま

す。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     なければ、委員の皆様で何か質問、ご意見等ありま……、じゃ中川委員。 

 

中川農業委員   すみません、いろいろありましたが、それぞれ各地区の農振協議会を通っ
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てということですので、一つ一つ何かと申し上げるつもりはないんですが、

１つだけ、この１１番、説明がちょっとよく聞けなかったんですが、この

１１番の神林のコンビニエンスストアですね。これ、もう一度ちょっと説

明していただきたいんですが、リニア。リニアの換地がほかになくて、こ

こにしたみたいな、そういうふうに捉えたんですが、ちょっともう一度説

明いただけますか。 

 

議  長     じゃ、望月さん。 

 

望月（農政課）主査 １１番のコンビニエンスストアの神林地区の案件ですけれども、事業の

計画者が駒ヶ根市の事業所になっております。今回、駒ヶ根市のほうの、

南信のほうの申出者が所有している土地がリニアが通る土地に該当するこ

とになったということで、その別の移転先を検討していたというところの

中で、新しくコンビニエンスストアの事業を事業として営むということで、

どこか県内に適地はないかというところで検討していたところ、松本市内

のこの神林の土地が最も適地であったということで、選定したというふう

に聞いております。 

 

中川農業委員   ここが適地だというのは分かりますが、これ、要は除外するという話じゃ

ないですか。これ、周辺がすごく優良農地に見受けられるんですが、ここ

にいきなりコンビニは、適地は適地なんでしょうが、これ、どうなんでし

ょうか。この地区のいわゆる連担性があるとか、これ、優良農地の一帯じ

ゃないですか。その辺、どういった議論でここまで来たのかということを

ちょっと確認させていただけますか。 

 

議  長     望月さん、そもそも駒ヶ根にあったのは、コンビニやっていたわけじゃな

いよね。ほかの事業をやっていて、コンビニ業界に入りたいもんで、適地

を探していたら、ここになったっていうのが経過ですよね。 

 

望月（農政課）主査 そのとおりでございます。 

 

議  長     それで、優良農地の件、じゃお願いします。 

 

望月（農政課）主査 今回の申出地なんですけれども、農振法上及びほかの農地法ですとか都

市計画法上、問題ないかというところで検討はさせていただいておりまし

て、その点については、特に問題はないと。法律上は問題はないというこ

とで確認はさせていただいております。 

 

議  長     塩原さん、何かありますか。 

 

塩原（秀）農業委員 この道路を利用する方の利便性が多分コンビニということは上がるし、

また地区の皆さんも、今のコンビニというのは、住民票を発行したり、携
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帯の金を払ったり、電気代を払ったりということで、生活をしていく上に

は必要な店舗になっているので、そういうことで、地域の利便性も上がる

ので、できたら地域とその道路を使っている方の利便性が上がるというこ

とで、できたら承認をいただければということで、地域の農振のほうは通

っております。 

 

議  長     いいですか。 

 

中川農業委員   承知しました。 

 

議  長     農振でこの形態はオーケーだ。法律上ね。 

         じゃ、倉科さん。 

 

倉科農業委員   すみません、聞き間違いだったらあれなんですけれども、１０ページの番

号１７番の面積なんですけれども、こちらの記載、８７４平米なんですが、

説明の中で４，６００平米ぐらいのことをおっしゃっていましたので、ち

ょっとそこだけ確認させてください。 

 

議  長     じゃ、望月さん。 

 

望月（農政課）主査 すみません、失礼いたしました。正しくは、田、８７４平米でございま

す。訂正させていただきます。 

 

議  長     ほかに質問、ご意見等ありますか。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     じゃ、なければ集約いたします。 

         その他１０件、１万１，０９７．６６平米については、やむを得ないと集

約したいと思いますが、承認いただける農業委員の方は挙手をお願いいた

します。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、その他１０件については、やむを得ないと集約いたし

ます。 

         次に、軽微変更について説明をお願いいたします。 

         望月さん。 

 

望月（農政課）主査 じゃ、軽微変更１件でございます。 

         資料１１ページをご覧ください。 
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         番号１９、新村地区です。申出者は、農業を営んでいますが、多くの農業

機械を自宅の周辺には置き切れず、朝日村の親戚に預けていますが、移動

に時間がかかり、効率も悪い状況となっていることから、自宅周辺に農業

用車両駐車場の新設を計画したものです。自己所有地及び他者所有地で条

件に合致したのは申出地のみであったことから、当該地を選定したという

ものでございます。以上により、田、７３７平米のうち１７５．５平米を

軽微変更を行い、農業施設用地とするものでございます。 

         以上、軽微変更１件の説明を終わります。ご協議をお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         細江委員、何かありますか。 

 

細江農業委員   いや、別に。農業を一生懸命やっている方なので。 

 

議  長     はい、分かりました。 

         全体を通しましてこの案件に対して質問、意見等ありましたら、お願いし

ます。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     なければ、集約いたします。 

         軽微変更１件、１７５．５平米については、了承すると集約したいと思い

ますが、承認いただける農業委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     ありがとうございました。 

         全員賛成ですので、軽微変更１件については、了承すると集約いたします。 

         それでは、今まで協議結果をまとめて事務局から報告していただきたいと

思います。 

         草田係長。 

 

草田係長     令和５年度第２回松本農業振興地域整備計画（農用地利用計画）の変更に

ついて、協議結果の集約を報告いたします。 

         農家住宅６件、１，２１２．２８平米については、やむを得ないと集約し

ました。 

         農家分家２件、５５６．９９平米については、やむを得ないと集約しまし

た。 

         その他１０件、１万１，０９７．６６平米については、やむを得ないと集

約しました。 

         軽微変更１件、１７５．５平米については、了承すると集約しました。 

         以上です。 
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議  長     ありがとうございました。 

         それでは、整備計画、終了いたします。 

         次に、報告事項に入ります。 

         まず、アの令和５年度第３回松本市における農業経営改善計画の審査結果

についてを議題といたします。 

         藤井さん。 

 

藤井（農政課）事務員 かねてよりの担当、田村に代わり、今回から本件を担当させていただ

きます農政課の藤井と申します。よろしくお願いいたします。 

         それでは、令和５年度第３回松本市における農業経営改善計画の審査結果

についてご報告いたします。 

         お手元の資料１９から２０ページをご覧ください。 

         それでは、報告事項に移ります。 

         まず、認定農業者の制度の概要は資料のとおりです。また、複数の市町村

で営農を行っている者については、長野県知事及び農林水産大臣が認定を

行っております。長野県知事及び農林水産大臣が認定した該当者について

は、年度末にまとめてお知らせいたします。 

         次に、認定基準ですが、松本市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的

な構想が令和２年４月９日に告示され、所得目標が見直されました。数値

については、資料の表のとおりです。 

         審査方法については、原則年４回審査を行い、第三者組織に当たる松本市

農業支援センター内の経営改善指導班に意見聴取を行い、認定するもので

す。 

         今回松本市長が認定した農業経営改善計画認定者は、新規が個人５件、法

人１件の計６件、再認定が個人１３件、法人１件、共同１件の計１５件と

なります。以上２１件につきまして、全件承認されたことをご報告いたし

ます。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいま説明がありました。 

         これより質疑を行います。 

         発言のある委員の方は挙手をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     なければ、本件については、ただいまの説明のとおりでありますので、承

知おきをお願いいたします。 

         続きまして、報告事項のイ、令和５年度第３回青年等就農計画の審査結果

についてを議題といたします。 

         農政課の説明をお願いいたします。 
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         小原主任。 

 

小原（農政課）主任 農政課の小原と申します。 

         それでは、２１ページをご覧ください。 

         令和５年度第３回青年等就農計画の審査結果についてご報告いたします。 

         今回、３件の申請がございまして、指導班書類審査の結果、適当と認めら

れました。 

         制度の概要につきましては、２番の記載のとおりなんですけれども、原則

４５歳未満、農業経営を開始してから５年後に所得２５０万円程度の目標

について、達成見込みが確実であることというのが主な要件となっており

ます。 

         今回認定した３名ですが、２１ページ下部の３名になります。 

         １番が里山辺と入山辺地区、○○○○さん、２番目が里山辺地区の○○○

○さん、３番目に梓川地区の○○○○さんとなります。３名とも主な作物

はブドウとなります。 

         １番と２番の方につきましては、３年間のＪＡ松本ハイランドの研修事業

を終了、１１月にされた方です。３番目の方については、４月に就農を開

始して、その１年目の実績を基に認定いたしました。 

         該当地区の皆様には、新規就農者の経営確立に向けまして、引き続きサポ

ートいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

         私からは以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         これより質疑を行います。 

         発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     なければ、本件については、ただいまの説明のとおりでありますので、ご

承知おきをお願いいたします。 

         次に、報告事項のウ、令和５年度全国農業新聞普及推進の取組結果につい

てを議題といたします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         増澤主事。 

 

増澤主事     農業委員会事務局の増澤です。 

         資料２２ページをご覧ください。 

         全国農業新聞普及推進の取組結果について、簡単にご報告させていただき

ます。 

         ８月から１１月を普及強調月間として取り組んでいただきました。その結

果、目標普及部数４１部に対しまして、２１部普及していただきました。

多くの委員の皆様の普及推進の活動によって、この数字が出てきたと思い
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ます。ありがとうございました。 

         簡単ではありますが、ご報告とさせていただきます。 

         今後とも農業新聞の普及推進にお力添えを賜りますようお願いいたします。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         ただいま事務局から説明がありました。 

         これより質疑を行います。 

         発言のある方は挙手をお願いいたします。 

 

［全員挙手］ 

 

議  長     よろしいですかね。 

         じゃ、そういう建前ですので、頑張りましょう。 

         農業委員の機関紙として少しでも多くの皆様の目に触れる機会をつくって

いただければありがたいと思いますので、引き続きご協力よろしくお願い

いたします。 

         最後に、報告事項のエ、主要会務報告並びに当面の予定についてを議題と

いたします。 

         事務局の説明をお願いいたします。 

         草田係長。 

 

草田係長     お願いいたします。 

         ２３ページになります。 

         主要会務報告です。 

         １１月３０日の全国農業委員会会長代表者集会に会長に出席していただき

ました。 

         １２月４日から５日に京都市へ視察研修に行っていただきました。この後、

委員長からご報告があると思います。 

         １２月１３日、県の行政機関との農政懇談会に会長に出席していただいて

います。 

         続きまして、２４ページ、当面の予定であります。 

         １月２日にＪＡあづみ年始の会に会長に出席していただきます。 

         １月１８日、松本市議会経済懇談会に会長に出席していただきます。 

         １月２４日の農地転用現地調査は、矢嶋委員と和田の塩原委員になってお

ります。よろしくお願いいたします。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         皆さんのほうから何かありますか。 

 

［質問、意見なし］ 
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議  長     なければ、報告事項は終了しました。 

         続きまして、その他の項目に入りますが、まず先日の視察研修の報告を中

川委員長にしていただきます。 

 

中川情報・研修委員長 情報・研修委員会からでございます。 

         １２月４、５と京都に視察研修に行ってまいりました。ご参加の委員の皆

さん、ありがとうございました。多くの方々に参加いただきました。 

         １日目にですね、簡単に報告だけさせていただきますが、１日目に公益社

団法人京のふるさと産品協会ですね、こちらに行きました。ここでパワー

ポイントで京野菜のブランド化の取組ということで、いろいろ説明を受け

てまいりました。京野菜のうちの京都のブランド産品、例えばイメージが

京都らしいとか、あるいは販売拡大を図る必要があるもの、あるいはそれ

なりの多くの大きなロットがある、こういったものを京のブランド産品と

いうことで認証していると。そういったところをやっておるところであり

ます。 

         この京のふるさと産品協会というところは、ブランド認証だけではなくて、

消費者へのＰＲとか、料理店との提携とか、食文化の継承・発展とか、こ

ういった取組をやっている、こういうお話でございました。 

         ここまでは予想どおりだったんですが、京野菜のブランド事業に関わって、

４つの団体が一体となって取り組んでいるということで、１つは京都府で

すね。行政。京都府がブランド確立に関する基本方針を樹立する。あるい

は、施策化を図る。それから、ＪＡの京都中央会、こちらがいわゆる生産

者に対する生産対策とか、あと産地の指導なんかをやっている。それから、

今度はＪＡの全農京都、こちらが今度はブランド野菜の出荷とか流通を担

っている。最後に、この京のふるさと産品協会がブランド認証とか、消費

宣伝、ＰＲをやっているということで、出てきた言葉が、オール京都。オ

ール京都、これが一番私、印象に残っています。 

         そのオール京都を今度、我々松本で考える場合、オール松本って何かある

のかなとか、あるいはオール長野、これって何かあるのか、そんなことを

非常に考えさせられた機会でありました。 

         情報・研修委員会でテーマを何にしよう、何にしようということで、一生

懸命考えてきたという経緯がありました。いい視察ができたんじゃないか

なって喜んでおるところでございますので、報告させていただきます。 

         あと、それから藤井さんがいらっしゃらないんで、代わりにちょっと説明

しておきますと、参加の方々に視察研修会の会計報告、これがありました

ので、皆さん見ていただいたかと思うんですが、予想どおり、自己負担が

２万円を超えるということで、１２月の委員さんの報酬からこの分引かさ

せていただいたということになりますので、よろしくお願い申し上げます。 

         会計報告は、以上、藤井さんに代わってご報告申し上げる次第でございま

す。 

         以上でございます。よろしくお願いします。 
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議  長     ありがとうございました。そして、お世話さまでした。 

         続きまして、事務局から連絡事項をお願いします。 

         草田さん。 

 

草田係長     農業農村支援センターの寺戸補佐は本日お休みですので、本日机の上に配

付させていただいた資料は各自ご覧になってください。 

         本日配付しました追加資料等は、各地区でお持ち帰りいただき、会議結果

と併せて欠席委員におつなぎいただけるとありがたく存じます。 

         また、該当地区の委員に事前にお送りしました農地法申請書類の原本です

が、机の上にそのまま置いてお帰りください。 

         最後に、お車でお越しの委員は、市役所駐車場の無料化の処理がそちらに

ございますので、帰る際に入れてお帰りください。 

         以上であります。 

 

議  長     ありがとうございました。 

         その他全体を通じまして、委員の皆さん何か。 

         じゃ、塩原委員。 

 

塩原（俊）農業委員 すみません、本冊の１１ページをちょっとご覧いただきたいと思うんで

すけれども、報告事項のところで、和田の農地を塩尻市にあります○○○

○さんが土壌改良を実施するという届出の件がありまして、その報告があ

りました。 

         それで、報告はそのとおりなんですけれども、私、地元で、農地パトロー

ルということで、この現場を何回か見に行っているわけでありますけれど

も、見た感じでは、土壌改良の域をちょっと超えるような工事の仕方とい

うか、そういうようなふうに私は見受けました。 

         今後、この工事期間が２年ということで、２年にわたってこの土壌改良を

行うということでしたんで、その後の農地が農地としてきちんと使われる

かどうか、こんなことについて注意深く見守っていきたいというふうに考

えておりますので、そんなことも報告事項の追加ということで、ご了承い

ただきたいと思います。 

         以上です。 

 

議  長     ありがとう。じゃ、見守り。何作るだ。 

 

塩原（俊）農業委員 ○○○○さんということで、薬草を作るということで、漢方薬に使うダ

イオウ、それからカンゾウ、そういったようなものを作るそうです。 

         この○○○○さんっていう会社は、塩尻市の農業開発公社の賛助会員であ

るというようなこと、それから県の農業再生協議会の参加メンバーでもあ

るというような形で、株式会社ですけれども、農業は薬草を作るというこ

とで、きちんとされている会社だというふうに、調べた結果、そんなこと

でありますので、それも併せて報告させていただきます。 
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         以上です。 

 

議  長     じゃ、リサーチよろしくお願いします。 

         じゃ、河西さん。 

 

河西農業委員   ちょっと気になったんですけれども、１月の農業委員会の新年会というの

はやらないんですかね。 

 

議  長     本来、コロナの前は新年会やっていたんですが、来年度切替えということ

で、また役員の皆さんにはいろいろご相談申し上げますが、案としては、

４月に新しい体制になったところで、全員に集まっていただいて懇親会を

やる。そして、来年度また切替えのその研修旅行もありますし、最後の旅

行ということで、ここ、懇親会が続きますので、そこやったらどうかとい

うことで、また役員に任せていただいて、また皆さんに協力いただくとい

うような方針ですので、また細かいことは役員の皆さんでご協議願って、

皆さんにお話し申し上げるという段取りですが、河西さん、いいですか。 

 

河西農業委員   はい、分かりました。 

 

議  長     ほかに。 

 

［質問、意見なし］ 

 

議  長     よろしいですかね。 

         以上で案件は全て終了しました。 

         円滑な進行にご協力ありがとうございました。 

         それでは、よいお年をお迎えください。 

         議長を退任させていただきます。 

         ありがとうございました。 

 

15 閉  会 

 

 

  以上この議事録が正確であることを証します。 

 

              松本市農業委員会 

 

          農業委員会会長                         

 

          議事録署名人  ９番                      

 

          議事録署名人 １０番                      


